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六
月
一
二
日
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
た
歴
史
的
な
米

朝
首
脳
会
談
に
よ
っ
て
、
北
朝
鮮
に
対
す
る
関
心
は
世
界
的
に

高
ま
っ
て
い
ま
す
。
報
道
に
よ
れ
ば
、
米
国
は
核
兵
器
と
弾
道

ミ
サ
イ
ル
の
完
全
廃
棄
を
要
求
し
、
北
朝
鮮
は
そ
の
見
返
り
と

し
て
体
制
の
保
証
を
勝
ち
取
っ
た
よ
う
で
す
。
も
っ
と
も
、
今

後
の
展
開
は
不
透
明
で
す
。

そ
の
北
朝
鮮
の
体
制
に
お
け
る
人
権
状
況
に
は
、
国
際
社
会

か
ら
厳
し
い
目
が
向
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
二
〇
一
七
年
一
二
月

一
九
日
、
第
七
二
回
国
連
総
会
本
会
議
で
一
三
年
連
続
と
な
る
、

日
本
を
含
む
六
一
ヵ
国
が
共
同
提
案
国
と
な
る
北
朝
鮮
の
人
権

状
況
改
善
を
求
め
る
決
議
が
コ
ン
セ
ン
サ
ス
で
採
択
さ
れ
ま
し

た
。
た
だ
し
、
北
朝
鮮
、
ロ
シ
ア
、
シ
リ
ア
、
キ
ュ
ー
バ
、
イ

ラ
ン
、
中
国
及
び
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
が
コ
ン
セ
ン
サ
ス
か
ら
離
脱
を

表
明
し
ま
し
た
。
離
脱
を
表
明
し
た
こ
れ
ら
の
国
々
の
人
権
状

況
に
問
題
が
多
い
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
す
。

北
朝
鮮
に
対
す
る
第
一
回
の
普
遍
的
定
期
審
査（
Ｕ
Ｐ
Ｒ
）は
、

二
〇
〇
九
年
一
二
月
七
日
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
メ
キ
シ
コ
、
ノ

ル
ウ
ェ
ー
及
び
南
ア
フ
リ
カ
が
ト
ロ
イ
カ
と
呼
ば
れ
る
報
告
者

国
を
構
成
し
ま
し
た
。
北
朝
鮮
の
審
査
に
お
い
て
は
、
日
本
と

韓
国
を
含
む
一
五
カ
国
が
事
前
質
問
を
行
い
ま
し
た
。
質
問
分

野
は
、
拉
致
問
題
や
離
散
家
族
の
問
題
に
加
え
、
児
童
、
食
糧
、

拷
問
禁
止
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
ま
し
た
。

な
お
、
Ｕ
Ｐ
Ｒ
の
審
査
で
は
、
国
連
人
権
高
等
弁
務
官
事
務

所
（
Ｏ
Ｈ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
）
が
作
成
し
た
「
集
成
」
に
お
い
て
審
査
対

象
国
の
人
権
条
約
の
批
准
・
加
入
状
況
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。
北
朝
鮮
の
場
合
に
は
、社
会
権
規
約
、自
由
権
規
約
、

女
子
差
別
撤
廃
条
約
及
び
児
童
の
権
利
条
約
の
締
約
国
で
あ
り

ま
す
が
、
コ
ア
（
中
核
的
）
人
権
条
約
と
呼
ば
れ
る
、
人
種
差

別
撤
廃
条
約
、
拷
問
禁
止
条
約
、
難
民
条
約
、
移
住
労
働
者
権

利
条
約
、
障
害
者
権
利
条
約
及
び
強
制
失
踪
条
約
に
は
加
入
し

世
界
の
人
権
は
い
ま

　

― 

普
遍
的
定
期
審
査
の
現
場
か
ら 

―
（
そ
の
六
）

研
究
セ
ン
タ
ー
所
長

同
志
社
大
学
法
学
部
教
授

　
　

坂
元　

茂
樹



7

GLOBE No. 94  2018  summer

て
い
ま
せ
ん
。

ま
た
、「
集
成
」
で
は
、
人
権
の
促
進
と
擁
護
の
た
め
の
国
内

機
関
に
関
す
る
国
内
調
整
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）
に
よ
っ
て
認
定

を
受
け
た
国
内
人
権
機
関
が
北
朝
鮮
に
は
存
在
せ
ず
、
北
朝
鮮

の
人
権
状
況
に
関
す
る
特
別
報
告
者
で
あ
る
ビ
ィ
テ
ィ
ト
・
ム

ン
タ
ボ
ー
ン
氏
（
当
時
）
は
、
人
権
の
保
護
は
、
と
り
わ
け
、

国
際
基
準
に
基
づ
く
法
、
政
策
、
計
画
を
要
求
す
る
と
述
べ
、

北
朝
鮮
が
支
出
を
軍
事
費
か
ら
人
間
の
発
展
の
部
門
に
変
更
し
、

人
権
と
人
間
の
安
全
保
障
に
振
り
向
け
る
よ
う
に
勧
告
し
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
、
北
朝
鮮
が
Ｏ
Ｈ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
の
専
門
的
支
援
も

拒
否
し
て
い
る
こ
と
、
女
子
差
別
撤
廃
委
員
会
に
よ
る
女
性
に

対
す
る
固
定
的
な
差
別
観
念
の
存
在
の
指
摘
や
児
童
の
権
利
委

員
会
に
よ
る
障
害
を
も
つ
児
童
へ
の
無
差
別
原
則
が
尊
重
さ
れ

て
い
な
い
と
の
指
摘
、
さ
ら
に
は
特
別
報
告
者
に
よ
る
公
開
処

刑
や
政
治
犯
収
容
所
に
お
け
る
秘
密
処
刑
、
北
朝
鮮
が
拉
致
や

強
制
失
踪
の
問
題
に
効
果
的
に
対
応
し
て
お
ら
ず
、
被
害
者
や

そ
の
家
族
に
救
済
を
提
供
し
て
い
な
い
こ
と
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
人
権
上
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
第
一

回
の
Ｕ
Ｐ
Ｒ
に
お
い
て
、
北
朝
鮮
が
提
出
し
た
国
家
報
告
書
に

は
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
一
切
触
れ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。さ

ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
北
朝
鮮
に
よ
る
人
権
の
捉
え
方

の
特
異
性
で
す
。
同
国
は
、
人
権
が
真
に
権
利
と
な
る
の
は
、

個
人
が
自
然
、
社
会
及
び
み
ず
か
ら
の
主
人
と
な
る
こ
と
を
可

能
に
す
る
独
立
し
た
権
利
に
な
っ
た
時
で
あ
る
と
い
う
チ
ュ

チ
ェ
（
主
体
）
思
想
に
基
づ
か
せ
て
い
ま
す
。
北
朝
鮮
は
、
人

権
の
実
現
は
国
家
の
保
障
の
下
に
お
い
て
の
み
可
能
だ
と
し
、

人
権
問
題
を
口
実
と
す
る
体
制
の
変
革
は
人
権
の
違
反
を
構
成

す
る
と
し
て
、
こ
の
意
味
で
人
権
は
国
家
主
権
を
意
味
す
る
と

捉
え
て
い
ま
す
。

北
朝
鮮
に
よ
る
こ
う
し
た
人
権
の
捉
え
方
が
他
の
国
と
大
き

く
異
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
一
九
九
三
年
に
世
界
人
権
会

議
で
採
択
さ
れ
た
ウ
ィ
ー
ン
宣
言
で
は
、「
人
権
及
び
基
本
的
自

由
は
、
す
べ
て
の
人
間
の
生
ま
れ
な
が
ら
の
権
利
で
あ
り
、
そ

れ
ら
の
保
護
及
び
助
長
は
諸
政
府
の
第
一
次
的
責
任
で
あ
る
」

と
確
認
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

次
回
、
こ
う
し
た
北
朝
鮮
の
人
権
状
況
に
対
し
て
ど
の
よ
う

な
審
査
が
行
わ
れ
た
か
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。


